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 ①現在、自己所有の住宅に居住している方 

  ・災害により住宅が滅失した方 

②現在、他の公営住宅に入居している方 

・現に居住している住宅の除却が決定されている方 

・都道府県営住宅に入居しており、かつ、正当な事由による明渡しの期 

限日が定められている方で、明渡し期限日から起算して2年以内の方 

③現在、ＵＲ賃貸住宅もしくは特定優良賃貸住宅等に入居している方 

・現に居住している住宅の除却が決定されている方 

・現に居住している住宅の家賃の負担率が、その年間収入金額を12で 

除した額の25％以上である方 

 

 

外国人の方にあっては、入居者共通資格に加えて、日本における中長期在留資

格を有する方のみ入居することができます。 

 

 

市営住宅に入居できる親族は、名義人の３親等以内に限られます。 

外国人の方について 
 

同居可能な方について 
 

※ 婚約者、事実婚の関係にある者、パートナーシップ・ファミリーシップの関係にある者は同居可能な方に含みます。 

 


